
号

外

三�
令

和

七

年

四

月

一

日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人

事

課)

一
ペ
ー
ジ

訓

令

甲

○
岐
阜
県
現
地
機
関
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

人

事

課)

一
一

規

則

岐
阜
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
二
十
四
号

岐
阜
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
事
務
委
任
規
則(

昭
和
四
十
三
年
岐
阜
県
規
則
第
百
二
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
第
一
一
の
項
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。

３

地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
金
事
務
を
委
託
す
る
こ
と
。

別
表
第
三
県
事
務
所
長
の
部
八
の
項
及
び
九
の
項
中｢

環
境
生
活
部｣

を｢

環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
生
活

部｣

に
改
め
、
同
部
五
十
五
の
項
第
三
号
中｢

及
び
生
活
困
窮
者
家
計
改
善
支
援
事
業
、
同
条
第
二
項

第
一
号
に
掲
げ
る
生
活
困
窮
者
一
時
生
活
支
援
事
業｣

を｢

、
生
活
困
窮
者
家
計
改
善
支
援
事
業
及
び

生
活
困
窮
者
居
住
支
援
事
業｣

に
改
め
、
同
部
五
十
七
の
項
第
六
号
中

｢

第
五
十
八
条
第
四
項｣

を

｢
第
五
十
八
条
第
六
項｣

に
改
め
、
同
項
第
七
号
中｢

第
五
十
八
条
第
五
項
及
び
第
六
項｣

を｢

第
五

十
八
条
第
七
項
及
び
第
八
項｣

に
改
め
、
同
表
保
健
所
長
の
部
十
九
の
項
第
一
号
、
第
六
号
及
び
第
七

号
中｢
西
濃
保
健
所
長｣

の
下
に｢

、
関
保
健
所
長｣

を
加
え
、
同
表
岐
阜
地
域
福
祉
事
務
所
長
の
部

十
八
の
項
第
三
号
中｢

及
び
生
活
困
窮
者
家
計
改
善
支
援
事
業
、
同
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
生
活

困
窮
者
一
時
生
活
支
援
事
業｣

を｢

、
生
活
困
窮
者
家
計
改
善
支
援
事
業
及
び
生
活
困
窮
者
居
住
支
援

事
業｣

に
改
め
、
同
部
二
十
の
項
第
六
号
中｢

第
五
十
八
条
第
四
項｣

を｢

第
五
十
八
条
第
六
項｣

に

改
め
、
同
項
第
七
号
中｢
第
五
十
八
条
第
五
項
及
び
第
六
項｣

を｢

第
五
十
八
条
第
七
項
及
び
第
八
項｣

( ) 令和７年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１
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○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
七
年
四
月
一
日



に
改
め
、
同
表
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
所
長
の
部
を
削
り
、
同
表
子
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー
所
長
の
部

一
の
項
中｢

施
行
規
則｣｣

を｢

省
令｣｣

に
改
め
、
同
項
第
三
十
一
号
中｢

施
行
規
則｣

を｢

省
令｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
十
三
号
と
し
、
同
項
中
第
三
十
号
を
第
四
十
二
号
と
し
、
第
二
十
四
号
か

ら
第
二
十
九
号
ま
で
を
十
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
十
三
号
を
第
三
十
三
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次

の
二
号
を
加
え
る
。

34

法
第
三
十
三
条
の
六
の
二
の
規
定
に
よ
り
必
要
な
措
置
を
実
施
す
る
こ
と
。

35

法
第
三
十
三
条
の
六
の
三
の
規
定
に
よ
り
社
会
的
養
護
自
立
支
援
拠
点
事
業
の
利
用
を
勧
奨
す

る
こ
と
。

別
表
第
三
子
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー
所
長
の
部
一
の
項
中
第
二
十
二
号
を
第
三
十
二
号
と
し
、
第
十
八

号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で
を
十
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
七
号
を
第
二
十
六
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。

27

法
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
き
障
害
児
入
所
施
設
等
に
在

所
さ
せ
る
等
の
措
置
を
採
る
こ
と
。

別
表
第
三
子
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー
所
長
の
部
一
の
項
中
第
十
六
号
を
第
二
十
五
号
と
し
、
第
七
号
か

ら
第
十
五
号
ま
で
を
九
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
六
号
を
第
十
四
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。

15

法
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
児
童
自
立
支
援
施
設
等
に
入
所
さ
せ
る
措
置
を
採

る
こ
と
。

別
表
第
三
子
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー
所
長
の
部
一
の
項
中
第
五
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
四
号
を
第
七

号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
五
号
を
加
え
る
。

８

法
第
二
十
四
条
の
十
九
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

９

法
第
二
十
四
条
の
二
十
四
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
き
障
害
児
入
所
給
付
費

等
を
支
給
す
る
こ
と
。

10

法
第
二
十
五
条
の
七
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
る
こ
と
。

11

法
第
二
十
五
条
の
七
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
報
告(

妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
の
実
施

に
係
る
も
の
に
限
る
。)

及
び
同
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
る
こ
と
。

12

法
第
二
十
五
条
の
八
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
報
告
又
は
通
知(

妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
の
実

施
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

及
び
同
条
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
る
こ
と
。

別
表
第
三
子
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー
所
長
の
部
一
の
項
中
第
三
号
を
第
六
号
と
し
、
第
二
号
を
第
五
号

と
し
、
第
一
号
を
第
四
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

１

法
第
六
条
の
三
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
児
童
自
立
生
活
援
助
の
実
施
が
必
要
で
あ
る
こ

と
を
認
め
る
こ
と
。

２

法
第
二
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
必
要
な
措
置
を
実
施
す
る
こ
と
。

３

法
第
二
十
三
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
の
利
用
を
勧
奨
す
る
こ
と
。

別
表
第
三
農
林
事
務
所
長
の
部
十
七
の
項
第
一
号
中｢(

法｣

の
下
に｢

第
四
十
八
条
第
九
項
、
第

八
十
七
条
の
三
第
七
項
、｣

を
加
え
、｢

第
九
十
六
条
の
二
第
七
項｣

を｢

第
十
八
項
、
第
九
十
六
条
の

二
第
七
項
並
び
に
第
九
十
六
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
並
び
に
法
第
八
十

五
条
第
五
項
、
第
八
十
五
条
の
二
第
五
項
、
第
八
十
五
条
の
三
第
四
項
及
び
第
十
項
並
び
に
第
八
十
七

条
の
二
第
十
項｣

に
改
め
、
同
項
第
二
十
六
号
中｢

土
地
改
良
区｣

の
下
に｢

及
び
土
地
改
良
区
連
合｣

を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
二
十
七
号
と
し
、
同
項
第
二
十
五
号
中｢

土
地
改
良
区｣

の
下
に｢

及
び
土

地
改
良
区
連
合｣

を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
二
十
六
号
と
し
、
同
項
第
二
十
四
号
中｢

土
地
改
良
区｣

の
下
に｢

及
び
土
地
改
良
区
連
合｣

を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
二
十
五
号
と
し
、
同
項
中
第
二
十
三
号

を
第
二
十
四
号
と
し
、
第
十
七
号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
十
六
号
中

｢

土
地
改
良
区｣

の
下
に｢

及
び
土
地
改
良
区
連
合｣

を
加
え
、｢

こ
れ｣

を｢

こ
れ
ら｣

に
改
め
、

同
号
を
同
項
第
十
七
号
と
し
、
同
項
中
第
十
五
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
七
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
を

一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
六
号
中｢(

法｣

の
下
に｢

第
八
十
四
条
、
第
八
十
九
条
の
二
第
十
項
、

第
九
十
六
条
及
び｣

を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
項
第
五
号
中｢(

法｣

の
下
に｢

第
八

十
四
条
、｣

を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
中｢

土
地
改
良
区
の｣

を｢

規
定
に

よ
り｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
三
号
中｢

第
二
十
九
条
の
二
第
四
項｣

の
下
に

｢(

法
第
八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
号
、
第
十
七
号
及
び
第
二
十
五
号
に
お
い

て
同
じ
。)｣

を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
中｢

第
十
八
条
第
十
七
項｣

を｢

第

十
八
条
第
十
八
項｣

に
改
め
、｢

第
六
十
八
条
第
四
項｣

の
下
に｢(

法
第
八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。)

及
び
第
八
十
四
条｣

を
加
え
、｢

の
役
員
又
は｣

を｢

及
び
土
地
改
良
区
連
合
の
役

員
及
び｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

２

法
第
五
条
第
六
項(

法
第
八
十
七
条
の
二
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
並
び
に
法
第
八
十

七
条
の
三
第
七
項
並
び
に
第
八
十
八
条
第
六
項
及
び
第
十
八
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

場
合
に
限
る
。)

の
規
定
に
よ
る
公
用
又
は
公
共
の
用
に
供
し
て
い
る
土
地
の
編
入
の
承
認
を
申

請
す
る
こ
と
。

別
表
第
三
情
報
科
学
芸
術
大
学
院
大
学
長
の
部
を
削
り
、
同
表
土
木
事
務
所
長
の
部
二
の
項
中｢

規

則｣｣

を｢

省
令｣｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中｢

規
則｣

を｢

省
令｣

に
、｢

及
び
専
任
技
術
者｣

を

｢

、
営
業
所
技
術
者
等｣

に
改
め
、
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号
中｢

規
則｣

を｢

省
令｣

に
改
め
、
同

部
四
の
項
第
五
号
及
び
第
六
号
中｢

及
び｣

を｢

又
は｣

に
改
め
、
同
項
第
八
号
中｢

第
十
一
号
か
ら

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年４月１日 ( )２



第
十
五
号
ま
で
、
第
十
七
号
、
第
十
八
号
、
第
二
十
号
、
第
四
十
四
号
か
ら
第
四
十
七
号
ま
で
、
第
四

十
九
号
及
び
第
五
十
号｣

を｢

第
十
二
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
、
第
二
十
一
号
、
第
四
十
五
号
か
ら
第

四
十
八
号
ま
で
、
第
五
十
号
及
び
第
五
十
一
号｣

に
改
め
、
同
項
第
十
三
号
中｢

国
等｣

を｢

国｣

に

改
め
、
同
項
第
二
十
三
号
中｢

及
び｣

を｢

又
は｣

に
改
め
、
同
項
第
二
十
四
号
中｢

車
両｣

を｢

限

度
超
過
車
両｣
に
改
め
、
同
項
第
四
十
二
号
中｢

あ
る｣

を｢

在
る｣

に
、｢

付
近｣

を｢

そ
の
附
近｣

に
改
め
、
同
項
第
四
十
五
号
中｢

及
び｣

を｢

又
は｣

に
、｢

又
は
道
路｣

を｢

若
し
く
は
道
路｣

に

改
め
、
同
項
第
四
十
八
号
中｢
、
許
可｣

を｢

、
許
可
等｣

に
改
め
、
同
項
第
五
十
二
号
中｢

大
規
模

修
繕｣

を｢

大
修
繕｣

に
改
め
、
同
部
二
十
四
の
項
第
一
号
中｢

一
般
電
気
事
業
者
、
特
定
電
気
事
業

者｣

を｢

一
般
送
配
電
事
業
者
、
配
電
事
業
者
、
特
定
送
配
電
事
業
者｣

に
改
め
、
同
項
第
七
号
及
び

第
十
号
中｢

規
定
に
よ
り｣

の
下
に｢
電
線
共
同
溝
の｣

を
加
え
、
同
項
第
十
五
号
中｢

命
じ
る｣

を

｢

命
ず
る｣

に
改
め
、
同
項
第
二
十
二
号
中｢
第
二
十
五
条｣

の
下
に｢

に
お
い
て
準
用
す
る
道
路
法

第
七
十
三
条｣

を
加
え
、
同
部
中
二
十
八
の
項
を
削
り
、
二
十
七
の
項
を
二
十
九
の
項
と
し
、
二
十
六

の
項
を
二
十
八
の
項
と
し
、
二
十
五
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
三
建
築
事
務
所
長
の
部
九
の
項
中｢

宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

令
和

四
年
法
律
第
五
十
五
号)

附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

同
法
に
よ
る
改
正
前
の
宅
地
造
成
等
規
制
法｣

を｢

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法｣

に
改
め
、

｢

、
宅
地
造
成
等
規
制
法
施
行
規
則
及
び
畜
舎
等
の
建
築
等
及
び
利
用
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令(

令
和
五
年
農
林
水
産
省
・
国
土
交
通
省
令
第
三
号)

第
一
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
宅
地
造
成
等
規
制
法
施
行
規
則(

昭
和
三
十
七
年
建
設
省
令
第
三
号
。
以
下
こ
の
項
中

｢

省
令｣

と
い
う
。)｣

を
削
り
、｢

岐
阜
県
宅
地
造
成
等
規
制
法
施
行
細
則(

昭
和
四
十
一
年
岐
阜
県

規
則
第
百
五
号｣

を｢

岐
阜
県
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
細
則(

令
和
七
年
岐
阜
県
規

則
第
十
九
号｣

に
、｢

東
濃
建
築
事
務
所
長
に
限
る｣

を｢

岐
阜
県
県
事
務
所
等
設
置
条
例(

平
成
十

一
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
二
号)

第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
岐
阜
地
域
に
お
い
て
行
わ
れ
る
工
事

(

法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
十
二
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
工

事
及
び
法
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
三
十
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ

れ
た
工
事
を
除
く
。)

に
係
る
も
の
を
除
く｣

に
改
め
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
を
削
り
、
同

項
第
四
号
中｢

第
十
二
条
第
二
項｣

を｢

第
十
六
条
第
二
項｣

に
、｢

宅
地
造
成｣

を｢

宅
地
造
成
等｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
一
号
と
し
、
同
項
第
五
号
中｢

第
十
三
条
第
一
項｣

を｢

第
十
七
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

３

法
第
十
七
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
工
事
完
了
の
確
認
を
行
い
、
及
び
確
認
済
証

を
交
付
す
る
こ
と
。

４

法
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
中
間
検
査
を
行
い
、
及
び
中
間
検
査
合
格
証

を
交
付
す
る
こ
と
。

５

法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
の
定
期
の
報
告
を
受
け
る
こ

と
。

別
表
第
三
建
築
事
務
所
長
の
部
九
の
項
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

６

法
第
二
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
工
事
主
等
又
は
土
地
所
有
者
等
に
対
し
て

工
事
の
施
行
の
停
止
を
命
じ
、
土
地
の
使
用
を
禁
止
し
、
若
し
く
は
制
限
し
、
又
は
相
当
の
猶
予

期
限
を
付
け
て
災
害
防
止
措
置
を
と
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

別
表
第
三
建
築
事
務
所
長
の
部
九
の
項
第
七
号
中｢

第
十
四
条
第
四
項｣

を｢

第
二
十
条
第
四
項｣

に
、｢

造
成
主
、
工
事
請
負
人
又
は
現
場
管
理
者｣

を｢

工
事
主
等｣

に
改
め
、
同
項
第
八
号
を
削
り
、

同
項
第
九
号
中｢
第
十
六
条
第
二
項｣

を｢

第
二
十
二
条
第
二
項｣

に
、｢

宅
地
造
成｣

を｢

宅
地
造

成
等｣

に
、｢

そ
の
宅
地｣

を｢

土
地｣

に
、｢

造
成
主｣

を｢

工
事
主｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
八

号
と
し
、
同
項
第
十
号
中｢
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項｣

を｢

第
二
十
三
条
第
一
項｣

に
、｢

宅

( ) 令和７年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３

二
十
七

脱
炭
素
成
長
型

経
済
構
造
へ
の
円
滑
な

移
行
の
た
め
の
低
炭
素

水
素
等
の
供
給
及
び
利

用
の
促
進
に
関
す
る
法

律(

令
和
六
年
法
律
第

三
十
七
号
。
以
下
こ
の

項
中｢

法｣

と
い
う
。)

の
施
行
に
関
す
る
事
務

二
十
六

高
齢
者
、
障
害

者
等
の
移
動
等
の
円
滑

化
の
促
進
に
関
す
る
法

律(

平
成
十
八
年
法
律

第
九
十
一
号
。
以
下
こ

の
項
中｢

法｣

と
い
う
。)

の
施
行
に
関
す
る
事
務

(

岐
阜
土
木
事
務
所
長
、

大
垣
土
木
事
務
所
長
、

可
茂
土
木
事
務
所
長
及

び
高
山
土
木
事
務
所
長

に
限
る
。)

１

法
第
三
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
工
事
計
画
書
を
受
理

す
る
こ
と
。

１

法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
路
外
駐
車
場
の
設

置
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

２

法
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
路
外
駐
車
場
の
変

更
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

３

法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
路
外
駐
車
場
管
理
者
等

に
対
し
、
違
反
の
是
正
の
た
め
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
命

ず
る
こ
と
。

４

法
第
五
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
を
さ
せ
、
又
は

立
入
検
査
等
を
す
る
こ
と
。



地｣
を｢

土
地｣

に
、｢

若
し
く
は
占
有
者
又
は
行
為
者｣

を｢

又
は
占
有
者｣

に
、｢

又
は
地
形｣

を

｢
、
地
形｣

に
改
め
、｢

改
良｣

の
下
に｢

又
は
土
石
の
除
却｣

を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、

同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

10

法
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
行
為
者
に
対
し
て
、
擁
壁
等
の
設
置
若
し
く
は
改
造
、

地
形
若
し
く
は
盛
土
の
改
良
又
は
土
石
の
除
却
の
た
め
の
工
事
を
行
う
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

別
表
第
三
建
築
事
務
所
長
の
部
九
の
項
第
十
一
号
中｢

第
十
八
条
第
一
項｣

を｢

第
二
十
四
条
第
一

項｣

に
、｢

宅
地
に｣

を｢
土
地
に｣

に
、｢

宅
地
造
成｣

を｢

宅
地
造
成
等｣

に
、｢

検
査
す
る｣

を

｢

検
査
さ
せ
る｣

に
改
め
、
同
項
第
十
二
号
中｢

第
十
九
条｣

を｢

第
二
十
五
条｣

に
、｢

宅
地｣

を

｢

土
地｣

に
改
め
、
同
項
第
十
三
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

13

法
第
二
十
七
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
伴
う
災

害
防
止
の
た
め
、
届
出
を
し
た
者
に
対
し
工
事
の
計
画
の
変
更
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き

こ
と
を
勧
告
し
、
及
び
命
ず
る
こ
と
。

14

法
第
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
軽
微

な
変
更
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

15

法
第
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
工
事
完
了
の
検
査
を
行
い
、
及
び
検
査
済

証
を
交
付
す
る
こ
と
。

16

法
第
三
十
六
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
工
事
完
了
の
確
認
を
行
い
、
及
び
確
認
済

証
を
交
付
す
る
こ
と
。

17

法
第
三
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
中
間
検
査
を
行
い
、
及
び
中
間
検
査
合
格

証
を
交
付
す
る
こ
と
。

18

法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
定
期

の
報
告
を
受
け
る
こ
と
。

19

法
第
三
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
工
事
主
等
又
は
土
地
所
有
者
等
に
対
し

て
工
事
の
施
行
の
停
止
を
命
じ
、
土
地
の
使
用
を
禁
止
し
、
若
し
く
は
制
限
し
、
又
は
相
当
の
猶

予
期
限
を
付
け
て
災
害
防
止
措
置
を
と
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

別
表
第
三
建
築
事
務
所
長
の
部
九
の
項
に
次
の
八
号
を
加
え
る
。

20

法
第
三
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
工
事
主
等
に
対
し
て
工
事
の
施
行
の
停
止
を
命
じ
、
又

は
工
事
に
従
事
す
る
者
に
対
し
て
工
事
に
係
る
作
業
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
。

21

法
第
四
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
伴
う
災
害
防
止
の
た

め
、
土
地
の
所
有
者
、
管
理
者
、
占
有
者
、
工
事
主
又
は
工
事
施
行
者
に
対
し
擁
壁
等
の
設
置
又

は
改
造
そ
の
他
特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
伴
う
災
害
防
止
の
た
め
必
要
な
措
置
を
と
る
こ

と
を
勧
告
す
る
こ
と
。

22

法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地
又
は
擁
壁
等
の
所
有
者
、
管
理
者
又
は
占
有
者

に
対
し
て
相
当
の
猶
予
期
限
を
付
け
て
、
擁
壁
等
の
設
置
若
し
く
は
改
造
、
地
形
若
し
く
は
盛
土

の
改
良
又
は
土
石
の
除
却
の
た
め
の
工
事
を
行
う
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

23

法
第
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
行
為
者
に
対
し
て
、
擁
壁
等
の
設
置
若
し
く
は
改
造
、

地
形
若
し
く
は
盛
土
の
改
良
又
は
土
石
の
除
却
の
た
め
の
工
事
を
行
う
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

24

法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土
地
に
立
ち
入
り
、
特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に

関
す
る
工
事
の
状
況
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
。

25

法
第
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
土
地
の
所
有
者
、
管
理
者
又
は
占
有
者
に
対
し
て
工
事
の
状
況

に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
。

26

規
則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
の
廃
止
の
届
出
を

受
け
る
こ
と
。

27

規
則
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
の
廃
止
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

別
表
第
三
建
築
事
務
所
長
の
部
二
十
の
項
第
一
号
中｢

第
八
条｣

を｢

第
七
条｣

に
改
め
、
同
項
第

二
号
中｢

第
十
二
条
第
三
項
又
は
第
十
三
条
第
四
項｣

を｢

第
十
一
条
第
三
項
又
は
第
十
二
条
第
四
項｣

に
改
め
、
同
項
第
三
号
中｢

第
十
二
条
第
四
項
又
は
第
十
三
条
第
五
項｣

を｢

第
十
一
条
第
四
項
又
は

第
十
二
条
第
五
項｣

に
改
め
、
同
項
第
四
号
中｢

第
十
二
条
第
五
項
又
は
第
十
三
条
第
六
項｣

を｢

第

十
一
条
第
五
項
又
は
第
十
二
条
第
六
項｣

に
改
め
、
同
項
第
五
号
中｢

第
十
三
条
第
二
項｣

を｢

第
十

二
条
第
二
項｣

に
改
め
、
同
項
第
六
号
中｢

第
十
四
条
第
一
項｣

を｢

第
十
三
条
第
一
項｣

に
改
め
、

同
項
第
七
号
中｢

第
十
四
条
第
二
項｣

を｢

第
十
三
条
第
二
項｣

に
改
め
、
同
項
第
八
号
か
ら
第
十
一

号
ま
で
を
削
り
、
同
項
第
十
二
号
中｢

第
十
七
条
第
一
項
、
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
四
十
三
条
第

一
項｣

を｢

第
十
五
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第
十
三
号
中｢

第
十
七

条
第
二
項(

法
第
二
十
一
条
第
二
項
、
第
四
十
三
条
第
二
項
及
び
附
則
第
三
条
第
十
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。)｣

を｢

第
十
五
条
第
二
項｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
十

四
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
を
削
り
、
同
項
第
十
九
号
中｢

第
三
十
五
条
第
一
項｣

を｢

第
三
十
条
第
一

項｣
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
号
と
し
、
同
項
第
二
十
号
中｢

第
三
十
五
条
第
三
項(

法
第
三
十
六

条
第
二
項｣

を｢

第
三
十
条
第
三
項(

法
第
三
十
一
条
第
二
項｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
一
号
と

し
、
同
項
第
二
十
一
号
中｢

第
三
十
六
条
第
一
項｣

を｢

第
三
十
一
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
号
を
同

項
第
十
二
号
と
し
、
同
項
第
二
十
二
号
中｢

第
三
十
七
条｣

を｢

第
三
十
二
条｣

に
改
め
、
同
号
を
同

項
第
十
三
号
と
し
、
同
項
第
二
十
三
号
中｢

第
三
十
八
条｣

を｢

第
三
十
三
条｣

に
改
め
、
同
号
を
同

項
第
十
四
号
と
し
、
同
項
第
二
十
四
号
中｢

第
三
十
九
条｣

を｢

第
三
十
四
条｣

に
改
め
、
同
号
を
同

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年４月１日 ( )４



項
第
十
五
号
と
し
、
同
項
第
二
十
五
号
か
ら
第
三
十
二
号
ま
で
を
削
り
、
同
項
第
三
十
三
号
中｢

第
十

一
条
又
は
第
二
十
九
条｣

を｢

第
十
三
条
又
は
第
二
十
八
条｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
六
号
と
し
、

同
表
美
術
館
長
の
部
か
ら
文
化
財
保
護
セ
ン
タ
ー
所
長
の
部
ま
で
を
削
り
、
同
表
計
量
検
定
所
長
の
部

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

( ) 令和７年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �５

精
神
保
健
福
祉
セ

ン
タ
ー
所
長

一

精
神
保
健
及
び
精

神
障
害
者
福
祉
に
関

す
る
法
律(

以
下
こ

の
項
中｢

法｣

と
い

う
。)
及
び
精
神
保

健
及
び
精
神
障
害
者

福
祉
に
関
す
る
法
律

施
行
令(

昭
和
二
十

五
年
政
令
第
百
五
十

五
号
。
以
下
こ
の
項

中｢

令｣

と
い
う
。)

の
施
行
に
関
す
る
事

務

１

法
第
三
十
三
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
を
受
け
る
こ
と
。

２

法
第
三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
届
出

を
受
け
る
こ
と
。

３

法
第
三
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
定
期

の
報
告
等
を
受
け
る
こ
と
。

４

法
第
三
十
八
条
の
三
第
一
項
及
び
第
五
項

の
規
定
に
よ
り
届
出
又
は
報
告
に
係
る
入
院

中
の
者
の
症
状
等
を
精
神
医
療
審
査
会
に
通

知
し
、
審
査
を
求
め
る
こ
と
。

５

法
第
三
十
八
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
退
院

等
の
請
求
を
受
け
る
こ
と
。

６

法
第
三
十
八
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
退
院
等
の
請
求
を
精
神
医
療
審
査
会
に
通

知
し
、
審
査
を
求
め
る
こ
と
。

７

法
第
三
十
八
条
の
五
第
六
項
の
規
定
に
よ

り
精
神
医
療
審
査
会
の
審
査
の
結
果
及
び
こ

れ
に
基
づ
き
採
つ
た
措
置
を
通
知
す
る
こ
と
。

８

法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
精

神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
申
請
に
係

る
決
定
及
び
交
付
を
行
う
こ
と
。

９

法
第
四
十
五
条
第
三
項(

同
条
第
五
項
及

び
法
第
四
十
五
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
精

神
障
害
の
状
態
に
な
い
と
認
め
た
旨
を
通
知

す
る
こ
と
。

10

法
第
四
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
精

神
障
害
の
状
態
に
あ
る
こ
と
を
認
定
す
る
こ

と
。

11

法
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
並
び
に
施
行

令
第
十
条
第
二
項
及
び
第
十
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

の
返
還
を
受
け
る
こ
と
。

二

障
害
者
の
日
常
生

活
及
び
社
会
生
活
を

総
合
的
に
支
援
す
る

た
め
の
法
律(

以
下

こ
の
項
中｢

法｣

と

い
う
。)

及
び
障
害

者
の
日
常
生
活
及
び

社
会
生
活
を
総
合
的

に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
施
行
令(

平
成

十
八
年
政
令
第
十
号
。

以
下
こ
の
項
中｢

令｣

と
い
う
。)

の
施
行

に
関
す
る
事
務

１

法
第
五
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支

給
認
定
を
す
る
こ
と
。

２

法
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指

定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
中
か
ら
、
当
該
支

給
認
定
に
係
る
障
害
者
等
が
自
立
支
援
医
療

を
受
け
る
も
の
を
定
め
る
こ
と
。

３

法
第
五
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
医

療
受
給
者
証
を
交
付
す
る
こ
と
。

４

法
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
支

給
認
定
の
変
更
の
認
定
を
す
る
こ
と
。

５

法
第
五
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
支

給
認
定
の
変
更
の
認
定
を
行
つ
た
場
合
に
、

医
療
受
給
者
証
に
当
該
認
定
に
係
る
事
項
を

記
載
し
、
こ
れ
を
返
還
す
る
こ
と
。

12

法
第
四
十
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
返
還
を
命

ず
る
こ
と
。

13

法
第
四
十
五
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
指
定
す
る
精
神
保
健
指
定
医
に
診
察
さ
せ

る
こ
と
。

14

令
第
七
条
第
一
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に

よ
り
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
交
付
台
帳

を
調
整
す
る
こ
と
。

15

令
第
七
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に

よ
る
氏
名
等
の
変
更
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

16

令
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
旧
居
住

地
の
都
道
府
県
知
事
に
通
知
す
る
こ
と
及
び

新
た
な
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
を
交
付

す
る
こ
と
。

17

令
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
先
に
交

付
し
た
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
と
引
換

え
に
新
た
な
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
を

交
付
す
る
こ
と
。

18

令
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
先
に
交

付
し
た
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
と
引
換

え
に
新
た
な
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
を

交
付
す
る
こ
と
。

19

令
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
精
神
障

害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
再
交
付
を
す
る
こ
と
。



別
表
第
三
身
体
障
害
者
更
生
相
談
所
長
の
部
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
三
国
際
た
く
み
ア
カ
デ
ミ
ー
校
長
、
木
工
芸
術
ス
ク
ー
ル
校
長
及
び
障
が
い
者
職
業
能
力
開

発
校
長
の
部
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年４月１日 ( )６

計
量
検
定
所
長

一

計
量
法(
平
成
四

年
法
律
第
五
十
一
号
。

以
下
こ
の
項
中｢
法｣

と
い
う
。)

及
び
計

量
法
施
行
規
則(

平

成
五
年
通
商
産
業
省

令
第
六
十
九
号
。
以

下
こ
の
項
中｢

省
令｣

と
い
う
。)

の
施
行

に
関
す
る
事
務

１

法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
規
定
に

よ
り
特
定
計
量
器
の
検
定
を
行
う
こ
と
。

２

法
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
車
両

等
装
置
用
計
量
器
の
装
置
検
査
を
行
う
こ
と
。

３

法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定

計
量
器
の
定
期
検
査
を
行
う
こ
と
。

４

法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特

定
計
量
器
の
定
期
検
査
済
証
印
を
付
す
る
こ

と
。

５

法
第
二
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特

定
計
量
器
の
検
定
証
印
等
を
除
去
す
る
こ
と
。

６

法
第
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特

定
計
量
器
に
検
定
証
印
を
付
す
る
こ
と
。

７

法
第
七
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
特

定
計
量
器
の
検
定
証
印
等
を
除
去
す
る
こ
と
。

８

法
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
車

両
等
装
置
用
計
量
器
に
装
置
検
査
証
印
を
付

す
る
こ
と
。

９

法
第
七
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
車

両
等
装
置
用
計
量
器
の
装
置
検
査
証
印
を
除

去
す
る
こ
と
。

10

法
第
百
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
計

量
証
明
事
業
用
特
定
計
量
器
の
計
量
証
明
検

査
を
行
う
こ
と
。

11

法
第
百
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
計

量
証
明
事
業
用
特
定
計
量
器
の
計
量
証
明
検

査
済
証
印
を
付
す
る
こ
と
。

12

法
第
百
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
計

６

法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支

給
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
。

７

法
第
五
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
医

療
受
給
者
証
の
返
還
を
求
め
る
こ
と
。

８

令
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届

出
を
受
け
る
こ
と
。

９

令
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
医
療
受
給

者
証
を
再
交
付
す
る
こ
と
。

情
報
科
学
芸
術
大

学
院
大
学
長

二

教
育
公
務
員
特
例

法(

昭
和
二
十
四
年

法
律
第
一
号
。
以
下

こ
の
項
中｢

法｣

と

い
う
。)

の
施
行
に

関
す
る
事
務

一

職
員
の
給
与
に
関

す
る
事
務

１

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
教
育

公
務
員
が
兼
職
し
、
又
は
他
の
事
業
等
に
従

事
す
る
こ
と
を
承
認
す
る
こ
と
。

１

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他

の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
第
五

十
七
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
所
属
職
員(

教

授
、
准
教
授
、
講
師
及
び
助
教
に
限
る
。)

の
勤
勉
手
当
の
成
績
率
を
決
定
す
る
こ
と
。

量
証
明
事
業
用
特
定
計
量
器
の
検
定
証
印
等

を
除
去
す
る
こ
と
。

13

法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
届
出
製
造
事
業
者
等
か
ら
報
告

を
徴
収
す
る
こ
と
。

14

法
第
百
四
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
届
出
製
造
事
業
者
等
へ
の
立
入

検
査
等
を
行
う
こ
と
。

15

法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

計
量
器
等
の
提
出
を
命
ず
る
こ
と
。

16

法
第
百
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特

定
物
象
量
の
表
記
を
抹
消
す
る
こ
と
。

17

法
第
百
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

特
定
計
量
器
の
検
定
証
印
等
を
除
去
す
る
こ

と
。

18

法
第
百
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

車
両
等
装
置
用
計
量
器
の
装
置
検
査
証
印
を

除
去
す
る
こ
と
。

19

法
第
百
五
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

特
定
計
量
器
の
検
定
証
印
等
を
除
去
す
る
こ

と
。

20

省
令
第
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
計
量
証

明
事
業
者
登
録
簿
の
謄
本
を
交
付
し
、
及
び

閲
覧
に
供
す
る
こ
と
。



別
表
第
三
岐
阜
関
ケ
原
古
戦
場
記
念
館
長
の
部
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

( ) 令和７年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �７

美
術
館
長

一

岐
阜
県
美
術
館
条

例(

昭
和
五
十
七
年

岐
阜
県
条
例
第
十
三

号
。
以
下
こ
の
項
中

｢

条
例｣

と
い
う
。)

及
び
岐
阜
県
美
術
館

管
理
規
則(

令
和
元

年
岐
阜
県
規
則
第
八

十
九
号
。
以
下
こ
の

項
中｢

規
則｣
と
い

う
。)

の
施
行
に
関

す
る
事
務

１

条
例
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
特
別

観
覧
料
の
額
を
定
め
る
こ
と
。

２

条
例
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
展
示

室
等
の
使
用
の
許
可
を
す
る
こ
と
及
び
同
条

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
許
可
に
管
理
上

必
要
な
条
件
を
付
け
る
こ
と
。

３

条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
展
示

室
等
の
使
用
者
に
対
し
て
管
理
上
必
要
な
指

示
を
す
る
こ
と
。

４

条
例
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
展
示

室
等
の
使
用
の
許
可
を
取
り
消
し
、
又
は
使

用
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
。

５

条
例
第
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に

よ
り
観
覧
料
、
特
別
観
覧
料
又
は
使
用
料
の

前
納
の
特
例
を
承
認
す
る
こ
と
。

６

条
例
第
六
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に

よ
り
観
覧
料
、
特
別
観
覧
料
又
は
使
用
料
を

返
還
す
る
こ
と
。

７

条
例
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
観
覧

料
、
特
別
観
覧
料
又
は
使
用
料
を
免
除
す
る

こ
と
。

８

条
例
第
八
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ

り
遵
守
事
項
を
指
示
す
る
こ
と
。

９

条
例
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
遵
守

事
項
に
違
反
し
た
者
に
対
し
て
、
職
員
を
し

て
そ
の
行
為
を
や
め
る
こ
と
を
指
示
さ
せ
、

又
は
退
去
を
命
ず
る
こ
と
。

10

規
則
第
二
条
第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
り

臨
時
に
休
館
し
、
又
は
開
館
す
る
こ
と
。

11

規
則
第
二
条
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
り

臨
時
に
休
館
し
、
又
は
開
館
す
る
旨
を
掲
示

場
に
掲
示
す
る
こ
と
。

12

規
則
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
開
館

時
間
を
変
更
し
、
又
は
入
室
を
制
限
す
る
こ

と
。

13

規
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
展
示

現
代
陶
芸
美
術
館

長

一

岐
阜
県
現
代
陶
芸

美
術
館
条
例(

平
成

十
三
年
岐
阜
県
条
例

第
三
十
七
号
。
以
下

こ
の
項
中｢

条
例｣

と
い
う
。)

及
び
岐

阜
県
現
代
陶
芸
美
術

館
管
理
規
則(

令
和

元
年
岐
阜
県
規
則
第

九
十
号
。
以
下
こ
の

項
中｢

規
則｣

と
い

う
。)

の
施
行
に
関

す
る
事
務

１

条
例
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
特
別

観
覧
料
の
額
を
定
め
る
こ
と
。

２

条
例
第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に

よ
り
観
覧
料
又
は
特
別
観
覧
料
の
前
納
の
特

例
を
承
認
す
る
こ
と
。

３

条
例
第
四
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に

よ
り
観
覧
料
又
は
特
別
観
覧
料
を
返
還
す
る

こ
と
。

４

条
例
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
観
覧

料
又
は
特
別
観
覧
料
を
免
除
す
る
こ
と
。

５

条
例
第
五
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ

り
遵
守
事
項
を
指
示
す
る
こ
と
。

６

条
例
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
遵
守

事
項
に
違
反
し
た
者
に
対
し
て
、
職
員
を
し

室
等
利
用
承
認
通
知
書
又
は
展
示
室
等
利
用

不
承
認(

取
消
・
停
止)

通
知
書
を
交
付
す

る
こ
と
。

14

規
則
第
五
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
触
れ

る
こ
と
が
で
き
る
美
術
品
等
を
決
定
す
る
こ

と
。

15

規
則
第
五
条
第
四
号
及
び
第
九
条
第
五
号

の
規
定
に
よ
り
遵
守
事
項
を
指
示
す
る
こ
と
。

16

規
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
美
術

品
等
の
模
写
等
を
許
可
す
る
こ
と
及
び
同
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
美
術
品
等
模
写
等
許

可
書
を
交
付
す
る
こ
と
。

17

規
則
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
美
術

品
等
の
貸
出
し
を
許
可
す
る
こ
と
。

18

規
則
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
美
術

品
等
貸
出
台
帳
に
登
載
す
る
こ
と
及
び
美
術

品
等
貸
出
許
可
書
を
交
付
す
る
こ
と
。

19

規
則
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
美
術

品
等
の
貸
出
期
間
の
特
例
を
認
め
る
こ
と
。

20

規
則
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
美
術

品
等
の
返
還
を
求
め
る
こ
と
。

21

規
則
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
美
術
品
等
借

用
書
の
提
出
を
受
け
る
こ
と
。

22

規
則
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
寄
託
又
は

寄
贈
を
受
け
る
こ
と
。
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図
書
館
長

一

岐
阜
県
図
書
館
条

例(

平
成
二
十
三
年

岐
阜
県
条
例
第
四
十

号
。
以
下
こ
の
項
中

｢

条
例｣

と
い
う
。)

及
び
岐
阜
県
図
書
館

管
理
規
則(

令
和
元

１

条
例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
研
修

室
等
の
使
用
の
許
可
を
す
る
こ
と
及
び
同
条

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
許
可
に
管
理
上

必
要
な
条
件
を
付
け
る
こ
と
。

２

条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
研
修

室
等
の
使
用
者
に
対
し
て
管
理
上
必
要
な
指

示
を
す
る
こ
と
。

て
そ
の
行
為
を
や
め
る
こ
と
を
指
示
さ
せ
、

又
は
退
去
を
命
ず
る
こ
と
。

７

規
則
第
二
条
第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
り

臨
時
に
休
館
し
、
又
は
開
館
す
る
こ
と
。

８

規
則
第
二
条
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
り

臨
時
に
休
館
し
、
又
は
開
館
す
る
旨
を
掲
示

場
に
掲
示
す
る
こ
と
。

９

規
則
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
開
館

時
間
を
変
更
し
、
又
は
入
室
を
制
限
す
る
こ

と
。

10

規
則
第
四
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
触
れ

る
こ
と
が
で
き
る
美
術
品
等
を
決
定
す
る
こ

と
。

11

規
則
第
四
条
第
四
号
及
び
第
八
条
第
五
号

の
規
定
に
よ
り
遵
守
事
項
を
指
示
す
る
こ
と
。

12

規
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
美
術

品
等
の
撮
影
等
を
許
可
す
る
こ
と
及
び
同
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
美
術
品
等
撮
影
等
許

可
書
を
交
付
す
る
こ
と
。

13

規
則
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
美
術

品
等
の
貸
出
し
を
許
可
す
る
こ
と
。

14

規
則
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
美
術

品
等
貸
出
台
帳
に
登
載
す
る
こ
と
及
び
美
術

品
等
貸
出
許
可
書
を
交
付
す
る
こ
と
。

15

規
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
美
術

品
等
の
貸
出
期
間
の
特
例
を
認
め
る
こ
と
。

16

規
則
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
美
術

品
等
の
返
還
を
求
め
る
こ
と
。

17

規
則
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
美
術
品
等
借

用
書
の
提
出
を
受
け
る
こ
と
。

18

規
則
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
寄
託
又
は
寄

贈
を
受
け
る
こ
と
。

年
岐
阜
県
規
則
第
九

十
一
号
。
以
下
こ
の

項
中｢

規
則｣

と
い

う
。)

の
施
行
に
関

す
る
事
務

３

条
例
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
研
修

室
等
の
使
用
の
許
可
を
取
り
消
し
、
又
は
使

用
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
。

４

条
例
第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に

よ
り
使
用
料
の
前
納
の
特
例
を
承
認
す
る
こ

と
。

５

条
例
第
四
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に

よ
り
使
用
料
を
返
還
す
る
こ
と
。

６

条
例
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
使
用

料
を
免
除
す
る
こ
と
。

７

条
例
第
六
条
第
一
項
第
六
号
の
規
定
に
よ

り
遵
守
事
項
を
指
示
す
る
こ
と
。

８

条
例
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
遵
守

事
項
に
違
反
し
た
者
に
対
し
て
、
職
員
を
し

て
そ
の
行
為
を
や
め
る
こ
と
を
指
示
さ
せ
、

又
は
退
去
を
命
ず
る
こ
と
。

９

規
則
第
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ

り
図
書
館
資
料
の
点
検
に
必
要
な
期
間
と
し

て
休
館
日
を
定
め
る
こ
と
。

10

規
則
第
二
条
第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
り

臨
時
に
休
館
し
、
又
は
開
館
す
る
こ
と
。

11

規
則
第
二
条
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
り

臨
時
に
休
館
し
、
又
は
開
館
す
る
旨
を
掲
示

場
に
掲
示
す
る
こ
と
。

12

規
則
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
開
館

時
間
を
変
更
し
、
又
は
入
館
を
制
限
す
る
こ

と
。

13

規
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
利
用

規
程
を
定
め
る
こ
と
。

14

規
則
第
五
条(

規
則
第
六
条
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に

よ
り
貸
出
し
の
手
続
を
定
め
る
こ
と
。

15

規
則
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
書

活
動
支
援
資
料
の
貸
出
し
を
認
め
る
こ
と
。

16

規
則
第
七
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に

よ
り
同
項
各
号
に
定
め
る
日
前
か
ら
利
用
申

込
書
を
提
出
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
。

17

規
則
第
七
条
第
三
項(

規
則
第
八
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
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博
物
館
長

二

岐
阜
県
博
物
館
条

例(

昭
和
五
十
一
年

岐
阜
県
条
例
第
八
号
。

一

都
市
公
園
法(
以

下
こ
の
項
中｢

法｣

と
い
う
。)

及
び
岐

阜
県
都
市
公
園
条
例

(

以
下
こ
の
項
中

｢

条
例｣

と
い
う
。)

の
施
行
に
関
す
る
事

務

１

条
例
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
特
別

に
展
示
す
る
期
間
の
入
館
料
の
額
を
定
め
る

こ
と
。

１

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
岐
阜

県
百
年
公
園(

博
物
館
に
係
る
区
域
に
限
る
。

第
三
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。)

に
お
け
る
公
園
施
設(

法
第
二
条
第
二
項
第

七
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。)

の
設
置
等

の
許
可
又
は
変
更
の
許
可
を
す
る
こ
と
。

２

法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
前

号
の
許
可
に
係
る
監
督
処
分
を
行
う
こ
と
。

３

条
例
第
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
岐
阜
県
百
年
公
園
に
お
け
る
行
為
の

制
限
の
許
可
又
は
変
更
の
許
可
を
す
る
こ
と
。

４

条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
岐
阜
県
百
年

公
園
の
利
用
を
禁
止
し
、
又
は
制
限
す
る
こ

と
。

５

条
例
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
岐
阜

県
百
年
公
園
の
利
用
を
許
可
す
る
こ
と
。

６

条
例
第
十
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
に

よ
り
岐
阜
県
百
年
公
園
の
使
用
料
を
返
還
す

る
こ
と
。

７

条
例
第
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
岐
阜

県
百
年
公
園
の
使
用
料
を
免
除
す
る
こ
と
。

８

条
例
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
岐
阜
県
百

年
公
園
の
監
督
処
分
を
行
う
こ
と
。

規
定
に
よ
り
承
認
済
の
印
を
押
印
し
た
も
の

を
交
付
す
る
こ
と
。

18

規
則
第
七
条
第
四
項(

規
則
第
八
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の

規
定
に
よ
り
利
用
不
承
認(

取
消
・
停
止)

通
知
書
を
交
付
す
る
こ
と
。

19

規
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
損
害

の
賠
償
を
求
め
る
こ
と
及
び
同
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
損
害
賠
償
に
関
し
必
要
な
事
項

を
定
め
る
こ
と
。

20

規
則
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
入
館
又
は
図

書
館
資
料
の
貸
出
し
を
禁
止
す
る
こ
と
。

以
下
こ
の
項
中｢

条

例｣

と
い
う
。)

及

び
岐
阜
県
博
物
館
管

理
規
則(

令
和
元
年

岐
阜
県
規
則
第
九
十

二
号
。
以
下
こ
の
項

中｢

規
則｣

と
い
う
。)

の
施
行
に
関
す
る
事

務

２

条
例
第
六
条
第
四
項
た
だ
し
書(

条
例
第

七
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。)

の
規
定
に
よ
り
入
館
料
の
前
納
の
特

例
を
承
認
す
る
こ
と
。

３

条
例
第
六
条
第
五
項
た
だ
し
書(

条
例
第

七
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。)

の
規
定
に
よ
り
入
館
料
を
返
還
す
る

こ
と
。

４

条
例
第
六
条
第
六
項(

条
例
第
七
条
第
五

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の

規
定
に
よ
り
入
館
料
を
減
免
す
る
こ
と
。

５

条
例
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
施
設

又
は
設
備
の
使
用
の
許
可
を
す
る
こ
と
及
び

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
許
可
に
管

理
上
必
要
な
条
件
を
付
す
る
こ
と
。

６

条
例
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
施
設

又
は
設
備
の
使
用
者
に
対
し
管
理
上
必
要
な

指
示
を
す
る
こ
と
。

７

条
例
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
施
設

又
は
設
備
の
使
用
の
許
可
を
取
り
消
し
、
又

は
使
用
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
。

８

条
例
第
十
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ

り
撮
影
、
模
写
、
模
造
等
の
行
為
の
許
可
を

す
る
こ
と
。

９

条
例
第
十
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ

り
遵
守
事
項
を
指
示
す
る
こ
と
。

10

条
例
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
遵
守

事
項
に
違
反
し
た
者
に
対
し
て
、
職
員
を
し

て
そ
の
行
為
を
や
め
る
こ
と
を
指
示
さ
せ
、

又
は
退
去
を
命
ず
る
こ
と
。

11

規
則
第
二
条
第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
り

臨
時
に
休
館
し
、
又
は
開
館
す
る
こ
と
。

12

規
則
第
二
条
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
り

臨
時
に
休
館
し
、
又
は
開
館
す
る
旨
を
掲
示

場
に
掲
示
す
る
こ
と
。

13

規
則
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
開
館

時
間
を
変
更
し
、
又
は
入
館
を
制
限
す
る
こ

と
。

14

規
則
第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
博
物
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館
利
用
承
認
通
知
書
又
は
博
物
館
利
用
不
承

認(

取
消
・
停
止)

通
知
書
を
交
付
す
る
こ

と
。

15

規
則
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
資
料

の
館
外
貸
出
し
を
許
可
す
る
こ
と
及
び
同
条

第
三
項(

規
則
第
六
条
第
三
項
及
び
第
十
条

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
当
該
許
可
又
は
承
認
に
管
理

上
必
要
な
条
件
を
付
す
る
こ
と
。

16

規
則
第
五
条
第
四
項
た
だ
し
書
の
規
定
に

よ
り
資
料
の
貸
出
期
間
の
延
長
を
認
め
る
こ

と
。

17

規
則
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
博
物

館
資
料
貸
出
台
帳
に
登
載
す
る
こ
と
及
び
博

物
館
資
料
貸
出
許
可
書
を
交
付
す
る
こ
と
。

18

規
則
第
五
条
第
六
項(

規
則
第
六
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の

規
定
に
よ
り
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
。

19

規
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
資
料

の
特
別
利
用
を
許
可
す
る
こ
と
。

20

規
則
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
博
物

館
資
料
特
別
利
用
許
可
書
を
交
付
す
る
こ
と
。

21

規
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
損
害

の
賠
償
を
求
め
る
こ
と
及
び
同
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
損
害
賠
償
に
関
し
必
要
な
事
項

を
定
め
る
こ
と
。

22

規
則
第
八
条
第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
り

資
料
の
受
納
を
決
定
す
る
こ
と
及
び
寄
附
資

料
受
納
書
を
交
付
す
る
こ
と
。

23

規
則
第
八
条
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
り

寄
附
資
料
台
帳
に
登
載
す
る
こ
と
。

24

規
則
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
資
料

の
寄
附
の
手
続
の
全
部
又
は
一
部
を
省
略
す

る
こ
と
。

25

規
則
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
資
料
寄
託
契

約
を
締
結
す
る
こ
と
。

26

規
則
第
九
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
所

有
者
等
と
協
議
す
る
こ
と
。

27

規
則
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
資
料

文
化
財
保
護
セ
ン

タ
ー
所
長

高
山
陣
屋
管
理
事

務
所
長

一

岐
阜
県
文
化
財
保

護
セ
ン
タ
ー
管
理
規

則(

平
成
三
十
一
年

岐
阜
県
規
則
第
四
十

一
号
。
以
下
こ
の
項

中｢

規
則｣

と
い
う
。)

の
施
行
に
関
す
る
事

務
二

岐
阜
県
高
山
陣
屋

管
理
規
則(

令
和
元

年
岐
阜
県
規
則
第
九

十
三
号
。
以
下
こ
の

項
中｢

規
則｣

と
い

う
。)

の
施
行
に
関

す
る
事
務

一

岐
阜
県
高
山
陣
屋

入
場
料
徴
収
条
例

(

昭
和
五
十
五
年
岐

阜
県
条
例
第
十
二
号
。

以
下
こ
の
項
中｢

条

例｣

と
い
う
。)

の

施
行
に
関
す
る
事
務

１

規
則
第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
出
土
品
の
貸
出
し
を
許
可
し
、
及
び

当
該
許
可
に
管
理
上
必
要
な
条
件
を
付
す
る

こ
と
。

２

規
則
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
文
化

財
保
護
セ
ン
タ
ー
保
管
出
土
品
貸
出
許
可
書

を
交
付
す
る
こ
と
。

３

規
則
第
二
条
第
四
項(

規
則
第
三
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の

規
定
に
よ
り
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
。

４

規
則
第
三
条
第
一
項
及
び
同
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
規
則
第
二
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
出
土
品
そ
の
他
の
資
料
の
特
別
利

用
を
許
可
し
、
及
び
当
該
許
可
に
管
理
上
必

要
な
条
件
を
付
す
る
こ
と
。

５

規
則
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
文
化

財
保
護
セ
ン
タ
ー
資
料
特
別
利
用
許
可
書
を

交
付
す
る
こ
と
。

１

規
則
第
二
条
第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
り

臨
時
に
休
場
し
、
又
は
開
場
す
る
こ
と
。

２

規
則
第
二
条
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
り

臨
時
に
休
場
し
、
又
は
開
場
す
る
旨
を
公
衆

の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
す
る
こ
と
。

３

規
則
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
開
場

時
間
を
変
更
し
、
又
は
入
場
を
制
限
す
る
こ

と
。

１

条
例
第
二
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
に

よ
り
入
場
料
の
前
納
の
特
例
を
承
認
す
る
こ

と
。

２

条
例
第
二
条
第
四
項
た
だ
し
書
の
規
定
に

よ
り
入
場
料
を
返
還
す
る
こ
と
。

３

条
例
第
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
入
場

料
を
減
免
す
る
こ
と
。

の
寄
託
を
承
認
す
る
こ
と
。

28

規
則
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
資
料

保
管
書
を
交
付
す
る
こ
と
。

29

規
則
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
寄

託
資
料
を
返
還
す
る
こ
と
。



附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

令
和
四
年
法
律
第
五
十
五
号)

附
則
第
二
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
宅
地
造
成
に
関
す
る
工
事
の
規
制
に
係

る
工
事
に
係
る
改
正
前
の
別
表
第
三
建
築
事
務
所
長
の
部
九
の
項
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
及
び
第

十
一
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
の
委
任
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
二
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

岐
阜
県
現
地
機
関
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
現
地
機
関
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
現
地
機
関
事
務
決
裁
規
程(

昭
和
四
十
四
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
六
号
中｢

第
百
六
十
一
条
第
一
項
、｣

を
削
り
、｢

第
百
六
十
六
条
第
一
項｣

の
下
に｢
、

第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項｣

を
加
え
る
。

第
八
条
の
二
中｢

か
か
わ
ら
ず｣

の
下
に｢

、
岐
阜
関
ケ
原
古
戦
場
記
念
館｣

を
加
え
、｢

、
岐
阜

関
ケ
原
古
戦
場
記
念
館｣

を
削
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中｢

所
長(｣

の
下
に｢

岐
阜
関
ケ
原
古
戦
場
記
念
館
、｣

を
加
え
、｢

、
岐
阜
関

ケ
原
古
戦
場
記
念
館｣

及
び｢

、
ぎ
ふ
木
遊
館｣

を
削
り
、
同
条
第
二
項
中｢

美
術
館
、
現
代
陶
芸
美

術
館｣

を｢

岐
阜
関
ケ
原
古
戦
場
記
念
館
、
美
術
館
、
現
代
陶
芸
美
術
館｣

に
改
め
、｢

、
岐
阜
関
ケ

原
古
戦
場
記
念
館｣

を
削
り
、｢

、
森
林
文
化
ア
カ
デ
ミ
ー
及
び
ぎ
ふ
木
遊
館｣

を｢

及
び
森
林
文
化

ア
カ
デ
ミ
ー｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
一
の
項
所
長
決
裁
事
項
の
欄
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三

号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

３

地
方
自
治
法(

昭
和
二
二
年
法
律
第
六
七
号)

第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

公
金
事
務
の
委
託

別
表
第
一
四
の
項
中｢

昭
和
二
二
年
法
律
第
六
七
号｣

を｢

以
下
こ
の
項
中｢

法｣

と
い
う
。｣

に

改
め
、｢

昭
和
三
九
年
岐
阜
県
条
例
第
七
号｣

の
下
に｢

。
以
下
こ
の
項
中｢

条
例｣

と
い
う
。｣

を
、

｢

昭
和
六
〇
年
規
則
第
七
〇
号｣

の
下
に｢

。
以
下
こ
の
項
中｢

規
則｣

と
い
う
。｣

を
加
え
る
。

別
表
第
二
県
事
務
所
の
表
五
十
七
の
二
の
項
中

｢

に
お
い
て｣

を

｢

中｣

に
、｢

施
行
規
則｣｣

を

｢

省
令｣｣

に
改
め
、
同
項
所
長
決
裁
事
項
の
欄
第
二
号
中｢

及
び
生
活
困
窮
者
家
計
改
善
支
援
事
業
、

同
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
生
活
困
窮
者
一
時
生
活
支
援
事
業｣

を｢

、
生
活
困
窮
者
家
計
改
善
支

援
事
業
及
び
生
活
困
窮
者
居
住
支
援
事
業｣

に
改
め
、
同
項
課
長
専
決
事
項
の
欄
第
一
号
中｢

施
行
規

則｣

を｢

省
令｣

に
改
め
、
同
表
五
十
七
の
四
の
項
中｢

平
成
二
四
年
法
律
第
六
五
号｣

の
下
に｢

。

以
下
こ
の
項
中｢

法｣

と
い
う
。｣

を
加
え
、
同
項
所
長
決
裁
事
項
の
欄
第
三
号
中｢

第
五
十
八
条
第

四
項｣

を｢

第
五
十
八
条
第
六
項｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
岐
阜
地
域
福
祉
事
務
所
の
表
二
十
の
項
中｢

に
お
い
て｣

を｢

中｣

に
、｢

施
行
規
則｣｣

を｢

省
令｣｣

に
改
め
、
同
項
所
長
決
裁
事
項
の
欄
第
二
号
中｢

及
び
生
活
困
窮
者
家
計
改
善
支
援
事

業
、
同
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
生
活
困
窮
者
一
時
生
活
支
援
事
業｣

を｢

、
生
活
困
窮
者
家
計
改

善
支
援
事
業
及
び
生
活
困
窮
者
居
住
支
援
事
業｣

に
改
め
、
同
項
課
長
専
決
事
項
の
欄
第
一
号
中｢

施

行
規
則｣

を｢

省
令｣

に
改
め
、
同
表
二
十
二
の
項
中｢

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法｣

の
下
に｢(

以

下
こ
の
項
中｢

法｣

と
い
う
。)｣

を
加
え
、
同
項
所
長
決
裁
事
項
の
欄
第
三
号
中｢

第
五
十
八
条
第
四

項｣

を｢

第
五
十
八
条
第
六
項｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
表
及
び
知
的
障
害
者
更
生
相
談
所
の
表
を
削
る
。

別
表
第
二
子
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー
の
表
一
の
項
中｢

施
行
規
則｣｣

を｢

省
令｣｣

に
改
め
、
同
項
所

長
決
裁
事
項
の
欄
中
第
四
十
四
号
を
第
五
十
九
号
と
し
、
同
欄
第
四
十
三
号
中｢

施
行
規
則｣

を｢

省

令｣
に
改
め
、
同
号
を
同
欄
第
五
十
八
号
と
し
、
同
欄
中
第
四
十
二
号
を
第
五
十
七
号
と
し
、
第
三
十

二
号
か
ら
第
四
十
一
号
ま
で
を
十
五
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
十
一
号
を
第
四
十
四
号
と
し
、
同
号
の

次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

45

法
第
三
十
三
条
の
六
の
二
の
規
定
に
よ
る
必
要
な
措
置

46

法
第
三
十
三
条
の
六
の
三
の
規
定
に
よ
る
社
会
的
養
護
自
立
支
援
拠
点
事
業
の
利
用
の
勧
奨

別
表
第
二
子
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー
の
表
一
の
項
所
長
決
裁
事
項
の
欄
中
第
三
十
号
を
第
四
十
三
号
と

( ) 令和７年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �11



し
、
第
二
十
九
号
を
第
四
十
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

40

法
第
三
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
資
料
又
は
情
報
の
提
供
等
の
協
力
要
請

41

法
第
三
十
三
条
の
三
の
三
の
規
定
に
よ
る
意
見
聴
取
等
措
置

別
表
第
二
子
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー
の
表
一
の
項
所
長
決
裁
事
項
の
欄
中
第
二
十
八
号
を
第
三
十
九
号

と
し
、
第
二
十
四
号
か
ら
第
二
十
七
号
ま
で
を
十
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
十
三
号
を
第
三
十
三
号

と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

34

法
第
三
十
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
一
時
保
護

別
表
第
二
子
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー
の
表
一
の
項
所
長
決
裁
事
項
の
欄
第
二
十
二
号
中｢

第
三
十
三
条

第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で｣

を｢
第
三
十
三
条
第
四
項｣

に
、｢

一
時
保
護
期
間
の
延
長｣

を｢

一
時

保
護｣

に
改
め
、
同
号
を
同
欄
第
三
十
二
号
と
し
、
同
欄
中
第
二
十
一
号
を
第
三
十
一
号
と
し
、
同
号

の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

30

法
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
児
入
所
施
設
在
所
年
齢
の
延
長

等
別
表
第
二
子
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー
の
表
一
の
項
所
長
決
裁
事
項
の
欄
中
第
二
十
号
を
第
二
十
九
号
と

し
、
第
十
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
を
九
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
九
号
を
第
十
七
号
と
し
、
同
号
の
次
に

次
の
一
号
を
加
え
る
。

18

法
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
児
童
自
立
支
援
施
設
等
へ
の
入
所
の
措
置

別
表
第
二
子
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー
の
表
一
の
項
所
長
決
裁
事
項
の
欄
中
第
八
号
を
第
十
六
号
と
し
、

同
号
の
前
に
次
の
五
号
を
加
え
る
。

11

法
第
二
十
四
条
の
十
九
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
必
要
な
措
置

12

法
第
二
十
四
条
の
二
十
四
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
児
入
所
給
付
費
等
の
支
給

13

法
第
二
十
五
条
の
七
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
受
付

14

法
第
二
十
五
条
の
七
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
報
告(

妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
の
実
施

に
係
る
も
の
に
限
る
。)

及
び
同
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
受
付

15

法
第
二
十
五
条
の
八
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
報
告
又
は
通
知(

妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
の
実

施
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

及
び
同
条
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
受
付

別
表
第
二
子
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー
の
表
一
の
項
所
長
決
裁
事
項
の
欄
中
第
七
号
を
第
十
号
と
し
、
第

四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
二
号
を

加
え
る
。

５

法
第
二
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
必
要
な
措
置

６

法
第
二
十
三
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
の
利
用
の
勧
奨

別
表
第
二
子
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー
の
表
一
の
項
所
長
決
裁
事
項
の
欄
中
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第

一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

１

法
第
六
条
の
三
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
児
童
自
立
生
活
援
助
の
実
施
が
必
要
で
あ
る
こ

と
の
認
定

別
表
第
二
子
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー
の
表
四
の
項
中

｢

岐
阜
県
療
育
手
帳
に
関
す
る
規
則｣

の
下
に

｢(

平
成
一
二
年
規
則
第
七
二
号
。
以
下
こ
の
項
中｢

規
則｣

と
い
う
。)｣

を
、｢

施
行
事
務｣

の
下
に

｢(

十
八
歳
未
満
の
知
的
障
害
児
に
係
る
も
の
に
限
る
。)｣

を
加
え
る
。

別
表
第
二
農
林
事
務
所
の
表
十
七
の
項
所
長
決
裁
事
項
の
欄
第
一
号
中｢(

法｣

の
下
に｢

第
四
十

八
条
第
九
項
、
第
八
十
七
条
の
三
第
七
項
、｣

を
加
え
、｢

第
九
十
六
条
の
二
第
七
項
に
お
い
て
読
み
替

え
て｣

を｢

第
十
八
項
、
第
九
十
六
条
の
二
第
七
項
並
び
に
第
九
十
六
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
場
合
並
び
に
法
第
八
十
五
条
第
五
項
、
第
八
十
五
条
の
二
第
五
項
、
第
八
十
五
条
の

三
第
四
項
及
び
第
十
項
並
び
に
第
八
十
七
条
の
二
第
十
項
に
お
い
て｣

に
改
め
、
同
欄
中
第
二
十
二
号

を
第
二
十
三
号
と
し
、
同
欄
第
二
十
一
号
中｢

土
地
改
良
区｣

の
下
に｢

及
び
土
地
改
良
区
連
合｣

を

加
え
、
同
号
を
同
欄
第
二
十
二
号
と
し
、
同
欄
中
第
二
十
号
を
第
二
十
一
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
十

九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
欄
第
四
号
中｢(

法｣

の
下
に｢

第
八
十
四
条
、
第
八
十
九
条

の
二
第
十
項
、
第
九
十
六
条
及
び｣

を
加
え
、
同
号
を
同
欄
第
五
号
と
し
、
同
欄
第
三
号
中｢(

法｣

の
下
に｢

第
八
十
四
条
、｣

を
加
え
、
同
号
を
同
欄
第
四
号
と
し
、
同
欄
第
二
号
中｢

の
土
地
改
良
区

の｣

を｢(

法
第
八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
十
五
号
及
び
第
二
十
二
号
に
お
い

て
同
じ
。)

の
規
定
に
よ
る｣

に
改
め
、
同
号
を
同
欄
第
三
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。２

法
第
五
条
第
六
項(

法
第
八
十
七
条
の
二
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
並
び
に
法
第
八
十

七
条
の
三
第
七
項
並
び
に
第
八
十
八
条
第
六
項
及
び
第
十
八
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

場
合
に
限
る
。)

の
公
用
又
は
公
共
用
の
土
地
の
編
入
の
承
認
の
申
請

別
表
第
二
農
林
事
務
所
の
表
十
七
の
項
課
長
専
決
事
項
の
欄
第
一
号
中｢

第
十
八
条
第
十
七
項｣

を

｢
第
十
八
条
第
十
八
項｣

に
改
め
、｢

第
六
十
八
条
第
四
項｣

の
下
に｢(

法
第
八
十
四
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。)

及
び
第
八
十
四
条｣

を
加
え
、｢

の
役
員
又
は｣

を｢

及
び
土
地
改
良
区
連
合

の
役
員
及
び｣

に
改
め
、
同
欄
第
二
号
中｢

第
二
十
九
条
の
二
第
四
項｣

の
下
に｢(

法
第
八
十
四
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)｣

を
、｢

土
地
改
良
区｣

の
下
に｢

及
び
土
地
改
良
区
連
合｣

を

加
え
、
同
欄
第
四
号
中｢

土
地
改
良
区｣

の
下
に｢

及
び
土
地
改
良
区
連
合｣

を
加
え
る
。

別
表
第
二
土
木
事
務
所
の
表
中
三
十
二
の
項
を
削
り
、
三
十
一
の
項
を
三
十
三
の
項
と
し
、
三
十
の

項
を
三
十
二
の
項
と
し
、
二
十
九
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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別
表
第
二
建
築
事
務
所
の
表
九
の
項
中｢

宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

令
和
四

年
法
律
第
五
五
号)

附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法

に
よ
る
改
正
前
の
宅
地
造
成
等
規
制
法｣

を｢

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法｣

に
改
め
、｢
、

宅
地
造
成
等
規
制
法
施
行
規
則
及
び
畜
舎
等
の
建
築
等
及
び
利
用
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令(

令
和
五
年
農
林
水
産
省
・
国
土
交
通
省
令
第
三
号)

第
一
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
宅
地
造
成
等
規
制
法
施
行
規
則(

昭
和
三
七
年
省
令
第
三
号
。
以
下
こ
の
項
中｢

省
令｣

と

い
う
。)｣

を
削
り
、｢

岐
阜
県
宅
地
造
成
等
規
制
法
施
行
細
則(

昭
和
四
一
年
規
則
第
一
〇
五
号｣

を

｢

岐
阜
県
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
細
則(

令
和
七
年
規
則
第
十
九
号｣

に
改
め
、
同

項
所
長
決
裁
事
項
の
欄
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

１

法
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
工
事
完
了
の
検
査
及
び
検
査
済
証
の
交
付

２

法
第
十
七
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
工
事
完
了
の
確
認
及
び
確
認
済
証
の
交
付

３

法
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
中
間
検
査
及
び
中
間
検
査
合
格
証
の
交
付

別
表
第
二
建
築
事
務
所
の
表
九
の
項
所
長
決
裁
事
項
の
欄
第
六
号
中｢

第
十
七
条
第
一
項｣

を｢

第

二
十
三
条
第
一
項｣

に
、｢

宅
地
等｣

を｢

規
定
に
よ
る
土
地
又
は
擁
壁
等｣

に
改
め
、
同
号
を
同
欄

第
七
号
と
し
、
同
欄
第
五
号
中｢

第
十
六
条
第
二
項
の｣

を｢

第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る｣

に
、｢

所
有
者
等｣

を｢

土
地
の
所
有
者
等｣

に
改
め
、
同
号
を
同
欄
第
六
号
と
し
、
同
欄
第
四
号
中

｢

第
十
四
条
第
四
項
の
工
事
関
係
者｣

を｢

第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
工
事
主
等｣

に
、｢

作

業
停
止
命
令｣

を｢

従
事
者
に
対
す
る
作
業
停
止
命
令｣

に
改
め
、
同
号
を
同
欄
第
五
号
と
し
、
同
号

の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

４

法
第
二
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
工
事
主
等
又
は
土
地
所
有
者
等
に
対
す
る
工

事
の
施
行
停
止
命
令
等
又
は
災
害
防
止
措
置
命
令

別
表
第
二
建
築
事
務
所
の
表
九
の
項
所
長
決
裁
事
項
の
欄
に
次
の
十
二
号
を
加
え
る
。

８

法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査

９

法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
工
事
の
状
況
に
つ
い
て
の
報
告
の
徴
取

10

法
第
二
十
七
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
防
災
上
か
ら
す
る
届
出
を
し
た
者
に
対
す

る
必
要
措
置
の
勧
告
及
び
命
令

11

法
第
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
工
事
完
了
の
検
査
及
び
検
査
済
証
の
交
付

12

法
第
三
十
六
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
工
事
完
了
の
確
認
及
び
確
認
済
証
の
交
付

13

法
第
三
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
中
間
検
査
及
び
中
間
検
査
合
格
証
の
交
付

14

法
第
三
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
工
事
主
等
又
は
土
地
所
有
者
等
に
対
す
る

工
事
の
施
行
停
止
命
令
等
又
は
災
害
防
止
措
置
命
令

15

法
第
三
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
工
事
主
等
に
対
す
る
工
事
の
施
行
停
止
命
令
又
は
従
事

者
に
対
す
る
作
業
停
止
命
令

16

法
第
四
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
防
災
上
か
ら
す
る
土
地
の
所
有
者
等
に
対
す
る
必
要
措

置
の
勧
告

17

法
第
四
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
土
地
又
は
擁
壁
等
の
所
有
者
等
へ
の
必
要

な
工
事
の
命
令

18

法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査

19

法
第
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
工
事
の
状
況
に
つ
い
て
の
報
告
の
徴
取

別
表
第
二
建
築
事
務
所
の
表
九
の
項
課
長
専
決
事
項
の
欄
第
一
号
中｢

、
省
令｣

を
削
る
。

別
表
第
二
美
術
館
の
表
か
ら
文
化
財
保
護
セ
ン
タ
ー
の
表
ま
で
を
削
る
。

別
表
第
二
計
量
検
定
所
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

( ) 令和７年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �13

三
十
一

脱
炭
素

成
長
型
経
済
構

造
へ
の
円
滑
な

移
行
の
た
め
の

低
炭
素
水
素
等

の
供
給
及
び
利

用
の
促
進
に
関

す
る
法
律(

令

和
六
年
法
律
第

三
七
号
。
以
下

こ
の
項
中｢

法｣

と
い
う
。)

の

施
行
事
務

三
十

高
齢
者
、

障
害
者
等
の
移

動
等
の
円
滑
化

の
促
進
に
関
す

る
法
律(
平
成

一
八
年
法
律
第

九
一
号
。
以
下

こ
の
項
中｢

法｣

と
い
う
。)

の

施
行
事
務

１

法
第
三
十
一
条
第

三
項
の
工
事
計
画
書

の
受
理

１

法
第
十
二
条
第
三

項
の
路
外
駐
車
場
管

理
者
等
に
対
す
る
違

反
の
是
正
の
措
置
命

令

１

法
第
十
二
条
第
一
項
の
届
出
の
受
付

２

法
第
十
二
条
第
二
項
の
届
出
の
受
付

３

法
第
五
十
三
条
第
二
項
の
路
外
駐
車
場
管

理
者
等
か
ら
の
報
告
の
徴
取
並
び
に
所
属
職

員
に
よ
る
立
入
検
査
及
び
質
問



精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

別
表
第
二
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
の
表
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

知
的
障
害
者
更
生
相
談
所

計
量
検
定
所
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二

障
害
者
の

日
常
生
活
及

び
社
会
生
活

を
総
合
的
に

支
援
す
る
た

め
の
法
律

(

以
下
こ
の

項
中｢

法｣

と
い
う
。)

及
び
障
害
者

の
日
常
生
活

及
び
社
会
生

活
を
総
合
的

に
支
援
す
る

た
め
の
法
律

施
行
令(

以

一

精
神
保
健

及
び
精
神
障

害
者
福
祉
に

関
す
る
法
律

(

以
下
こ
の

項
中｢

法｣

と
い
う
。)

及
び
精
神
保

健
及
び
精
神

障
害
者
福
祉

に
関
す
る
法

律
施
行
令

(

昭
和
二
五

年
政
令
第
一

五
五
号
。
以

下
こ
の
項
中

｢

令｣

と
い

う
。)

の
施

行
事
務

事
務
の
種
類

１

課
長
専
決
事
項
を
除
く
法

及
び
令
の
施
行
に
関
す
る
事

務
１

法
及
び
令
の
施
行
に
関
す

る
事
務

所

長

決

裁

事

項

１

令
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
変
更

届
の
受
付

２

令
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
医
療

受
給
者
証
の
再
交
付

課

長

専

決

事

項

一

計
量
法

(

平
成
四
年

法
律
第
五
一

号
。
以
下
こ

の
項
中｢
法｣

と
い
う
。)

及
び
計
量
法

施
行
規
則

(

平
成
五
年

事
務
の
種
類

一

岐
阜
県
療

育
手
帳
に
関

す
る
規
則

(

以
下
こ
の

項
中｢

規
則｣

と
い
う
。)

の
施
行
事
務

(

十
八
歳
以

上
の
知
的
障

害
者
に
係
る

も
の
に
限
る
。)

事
務
の
種
類

下
こ
の
項
中

｢

令｣

と
い

う
。)

の
施

行
事
務

１

法
及
び
省
令
の
施
行
に
関

す
る
事
務

所

長

決

裁

事

項

１

規
則
第
三
条
第
一
項
又
は

第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る

判
定
又
は
再
判
定

２

規
則
第
三
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
知
的
障
害
者
へ
の

療
育
手
帳
の
交
付

３

規
則
第
三
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
る
療
育
手
帳
を
交
付

し
な
い
旨
の
決
定
及
び
通
知

４

規
則
第
三
条
第
四
項
の
指

示
５

規
則
第
五
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
再
判
定
の
時
期
の

指
定

６

規
則
第
七
条
の
療
育
手
帳

の
再
交
付

所

長

決

裁

事

項

課

長

専

決

事

項

課

長

専

決

事

項



別
表
第
二
岐
阜
関
ケ
原
古
戦
場
記
念
館
の
表
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

美
術
館

現
代
陶
芸
美
術
館

図
書
館

博
物
館

( ) 令和７年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �15

一

岐
阜
県
現

代
陶
芸
美
術

館
条
例(

平

成
一
三
年
条

例
第
三
七
号
。

以
下
こ
の
項

中｢

条
例｣

と
い
う
。)

事
務
の
種
類

一

岐
阜
県
美

術
館
条
例

(

昭
和
五
七

年
条
例
第
一

三
号
。
以
下

こ
の
項
中

｢

条
例｣

と

い
う
。)

及

び
岐
阜
県
美

術
館
管
理
規

則(

令
和
元

年
規
則
第
八

九
号
。
以
下

こ
の
項
中

｢

規
則｣

と

い
う
。)

の

施
行
事
務

事
務
の
種
類

省
令
第
六
九

号
。以
下
こ

の
項
中｢

省

令｣
と
い
う
。)

の
施
行
事
務

１

条
例
及
び
規
則
の
施
行
に

関
す
る
事
務

所

長

決

裁

事

項

１

条
例
及
び
規
則
の
施
行
に

関
す
る
事
務

所

長

決

裁

事

項

課

長

専

決

事

項

課

長

専

決

事

項

一

都
市
公
園

法(

以
下
こ

の
項
中｢

法｣

と
い
う
。)

事
務
の
種
類

一

岐
阜
県
図

書
館
条
例

(

平
成
二
三

年
条
例
第
四

〇
号
。
以
下

こ
の
項
中

｢

条
例｣

と

い
う
。)

及

び
岐
阜
県
図

書
館
管
理
規

則(

令
和
元

年
規
則
第
九

一
号
。
以
下

こ
の
項
中

｢

規
則｣

と

い
う
。)

の

施
行
事
務

事
務
の
種
類

及
び
岐
阜
県

現
代
陶
芸
美

術
館
管
理
規

則(

令
和
元

年
規
則
第
九

〇
号
。
以
下

こ
の
項
中

｢

規
則｣

と

い
う
。)

の

施
行
事
務

１

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
岐
阜
県
百
年
公
園

(

博
物
館
に
係
る
区
域
に
限

る
。
第
三
号
か
ら
第
八
号
ま

所

長

決

裁

事

項

１

条
例
及
び
規
則
の
施
行
に

関
す
る
事
務

所

長

決

裁

事

項

課

長

専

決

事

項

課

長

専

決

事

項



高
山
陣
屋
管
理
事
務
所

文
化
財
保
護
セ
ン
タ
ー
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二

岐
阜
県
博

物
館
条
例

(

昭
和
五
一

年
条
例
第
八

号
。
以
下
こ

の
項
中｢

条

例｣

と
い
う
。)

及
び
岐
阜
県

博
物
館
管
理

規
則(

令
和

元
年
規
則
第

及
び
岐
阜
県

都
市
公
園
条

例(
以
下
こ

の
項
中｢

条

例｣
と
い
う
。)

の
施
行
事
務

１

条
例
及
び
規
則
の
施
行
に

関
す
る
事
務

で
に
お
い
て
同
じ
。)

に
お

け
る
公
園
施
設(

法
第
二
条

第
二
項
第
七
号
に
掲
げ
る
も

の
に
限
る
。)

の
設
置
等
の

許
可
又
は
変
更
の
許
可

２

法
第
二
十
七
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
前
号
の
許
可
に

係
る
監
督
処
分

３

条
例
第
四
条
第
一
項
及
び

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
岐
阜

県
百
年
公
園
に
お
け
る
行
為

の
制
限
の
許
可
又
は
変
更
の

許
可

４

条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ

る
岐
阜
県
百
年
公
園
の
利
用

の
禁
止
又
は
制
限

５

条
例
第
九
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
岐
阜
県
百
年
公
園

の
利
用
の
許
可

６

条
例
第
十
条
第
三
項
た
だ

し
書
の
規
定
に
よ
る
岐
阜
県

百
年
公
園
の
使
用
料
の
返
還

７

条
例
第
十
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
る
岐
阜
県
百
年
公
園

の
使
用
料
の
免
除

８

条
例
第
十
一
条
の
規
定
に

よ
る
岐
阜
県
百
年
公
園
の
監

督
処
分

一

岐
阜
県
文

化
財
保
護
セ

ン
タ
ー
管
理

規
則(

平
成

三
一
年
規
則

第
四
一
号
。

事
務
の
種
類

二

岐
阜
県
高

山
陣
屋
管
理

規
則(

令
和

元
年
規
則
第

九
三
号
。
以

下
こ
の
項
中

｢

規
則｣

と

い
う
。)

の

施
行
事
務

一

岐
阜
県
高

山
陣
屋
入
場

料
徴
収
条
例

(

昭
和
五
五

年
条
例
第
一

二
号
。
以
下

こ
の
項
中

｢

条
例｣

と

い
う
。)

の

施
行
事
務

事
務
の
種
類

九
二
号
。
以

下
こ
の
項
中

｢

規
則｣

と

い
う
。)

の

施
行
事
務

１

規
則
の
施
行
に
関
す
る
事

務
所

長

決

裁

事

項

１

規
則
の
施
行
に
関
す
る
事

務
１

条
例
の
施
行
に
関
す
る
事

務
所

長

決

裁

事

項

課

長

専

決

事

項

課

長

専

決

事

項



附

則

１

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

令
和
四
年
法
律
第
五
十
五
号)

附
則
第
二
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
宅
地
造
成
に
関
す
る
工
事
の
規
制
に
係

る
工
事
に
係
る
改
正
前
の
別
表
第
二
建
築
事
務
所
の
表
九
の
項
に
規
定
す
る
事
務
の
決
裁
の
区
分
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

( ) 令和７年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �17

以
下
こ
の
項

中｢

規
則｣

と
い
う
。)

の
施
行
事
務
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